
   審議会一覧 平成２９年４月１日現在

(1)法令によるもの

定員 実人員

環境生活
総務課

しまね働く女性
きらめき応援会
議

女性が個性や能力を十分に発揮し、働き続けやす
い職場環境の整備を推進する。

なし 35
女性の職業生活におけ
る活躍の推進に関する
法律第23条

環境基本法第43条

島根県環境審議会条例

島根県公害審査
委員候補者

公害紛争処理を担当する調停委員等の候補者
15(以
内)

15 公害紛争処理法第18条

(2)条例によるもの

定員 実人員

島根県消費生活
審議会

知事の諮問に応じ、消費者の利益の擁護及び増進
に関する重要な事項について調査審議する。

18(以
内)

17
島根県消費生活条例第
34条

島根県男女共同
参画審議会

男女共同参画の推進に関する重要事項を調査審議
する。

15(以
内)

15
島根県男女共同参画推
進条例第22条

美術館協議会
美術館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに
館長に対し意見を述べること。

15(以
内)

13 島根県立美術館条例

島根県芸術文化
センター協議会

芸術文化センターの運営に関し、センター長の諮
問に応ずるとともにセンター長に対し意見を述べ
ること。

15(以
内)

13
島根県芸術文化セン
ター条例

自然環境
課

島根県自然環境
保全審議会（自
然保護部会・自
然公園部会）・
温泉部会

自然環境保全地域の指定及び保全計画の決定、県
立自然公園計画の指定並びに公園計画及び公園事
業の決定、希少動植物保護基本方針の策定及び種
の指定等、温泉の掘削、増掘又は動力の装置の許
可等。

40(以
内)

28
島根県自然環境保全条
例

環境政策
課

島根県環境影響
評価技術審査会

環境影響評価その他の手続に関する技術的な事項
を調査審議すること。

15(以
内)

13
島根県環境影響評価条
例

(3)その他

定員 実人員

島根県県民いき
いき活動促進委
員会

県民いきいき活動の促進方策及び活動団体と行政
との協働の促進施策等について意見交換を行う。

18(以
内)

18
島根県県民いきいき活
動促進委員会設置要綱

島根県男女共同
参画社会形成促
進会議

男女共同参画づくりに関する情報及び意見の交換
並びに必要な連携を行う。

なし 41
島根県男女共同参画社
会形成促進会議設置要
綱

島根県男女共同
参画推進会議

男女共同参画に関わる施策の総合的、効果的な推
進を図る。

なし 19
島根県男女共同参画推
進会議設置要領

島根県犯罪のな
い安全で安心な
まちづくり推進
協議会

安全で安心なまちづくりのための情報交換や連携
等を行う。

なし 87団体
島根県犯罪のない安全
で安心なまちづくり推
進協議会規約

島根県高齢消費
者被害防止対策
会議

高齢消費者被害に対し､関係機関・団体等が緊密
な連携をとり、被害の未然防止や相談体制の充実
等効果的で適切な施策の展開、推進を図る。（島
根県消費者安全確保地域協議会）

なし 19
島根県高齢消費者被害
防止対策会議設置要綱

人権同和
対策課

島根県人権施策
推進協議会

人権施策の推進に関する基本的な方向や施策のあ
り方について調査・審議を行う。

20(以
内）

16
島根県人権施策推進協
議会設置要綱

宍道湖水質汚濁
防止対策協議会

宍道湖水質保全のための汚濁防止対策の促進に関
すること。

37 36
宍道湖水質汚濁防止対
策協議会規約

中海の水質及び
流動会議

中海の水質及び流動などの調査・分析を行うとと
もに、水質改善の評価・検討を行う。

20 20
中海の水質及び流動会
議設置要綱

島根県地球温暖
化対策協議会

県民、事業者、行政、市町村地域協議会など、県
内の各主体が連携して地球温暖化対策に取り組
む。

なし
構成団
体等56

島根県地球温暖化対策
協議会規約

しまねグリーン
製品認定委員会

しまねグリーン製品の認定基準、認定審査、認定
の取消し、利活用・普及促進に関すること

10(以
内)

９
しまねグリーン製品認
定委員会設置要綱

所管課 名称 業務の内容
委員数(人)

設置根拠

環境政策
課

島根県環境審議
会

環境保全に関する基本的事項の調査、審議等を行
う。

20 19

所管課 名称 業務の内容
委員数(人)

設置根拠

環境生活
総務課

文化国際
課

所管課 名称 業務の内容
委員数(人)

設置根拠

中海水質汚濁防止対策
協議会規約

環境生活
総務課

環境政策
課

中海水質汚濁防
止対策協議会

中海水質保全のための汚濁防止対策の促進に関す
ること。

島根16以
内 (鳥取
16以内)

島根14
(鳥取
14)
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〃

           島根県環境審議会委員名簿

職　　名　　等

島根県漁協女性部連合会会長

島根大学大学院法務研究科教授

浜田地域環境サークル代表

島根県立大学総合政策学部教授

島根県森林組合連合会理事

島根県農業協同組合中央会　常務理事

弁護士（島根県弁護士会）

さつきクリニック院長
（島根県医師会）

津和野町長（島根県町村会）

来待小学校長（島根県小学校長会）

連合島根女性委員会事務局長

保健師

独立行政法人大学入試センター理事長

島根大学准教授（地域経済）

島根県連合婦人会会長

出雲市長（島根県市長会）

公募委員

島根県商工会議所連合会 幹事長

社会福祉法人隠岐共生学園
法人本部事務局長



任期:平成29年３月１日～平成30年２月28日

氏   名 現            職

野  島　和  朋 　弁護士

古  津　弘  也 　弁護士

原　市 　弁護士

春　木　宥　子 　医　師

神  田　秀  幸 　医　師

和　田　登志子 　建築士

増　田　省　一 　獣医師

山　口　啓　子 　島根大学教授

狩　野　道　雄 　公益財団法人しまね農業振興公社 理事

門　脇　　　健 　松江工業高等専門学校教授

加　藤　裕　一 　島根大学教授

石　賀　裕　明 　島根大学教授

小  山　由都里   消費生活アドバイザー

牛　尾　ちえの 　会社役員

平　下　洋　子 　会社役員

島根県公害審査委員候補者名簿　



所属団体等 役職 氏名

県弁護士会 消費問題対策委員会委員 大野 遼太

県公立高等学校長協会 出雲商業高等学校長 岡﨑 豊年

ＮＰＯ法人隠岐しおさい 理事長 岡田 智子

県中学校長会 本庄中学校長 片山 博子

松江市公民館長会 秋鹿公民館長 小山 博和

島根大学 法文学部准教授 玉樹 智文

島根県立大学短期大学部 准教授 藤居 由香

生活協同組合しまね 副理事長 石原 淳子

県連合婦人会 会長 田儀 セツ子

【公募委員】 竹内　 伸

【公募委員】 田中 芳子

県社会福祉協議会 法人支援部研修係長 野々内 真紀子

【公募委員】 福間 三郎

島根県農業協同組合 常務理事 坂本　 忍

県商工会女性部連合会 副会長 古野 房子

県スーパーマーケット協会 代表 三島 隆史

県商工会議所女性会連合会 会長 山口 美紀

 合計 17名

島根県消費生活審議会委員

任期：平成28年７月27日～平成30年７月26日

学
識
経
験
者

消
費
者
代
表

事
業
者
代
表



　　　　　　　　　任期：平成２８年６月１日から平成３０年５月３１日

氏　　名    職業・所属団体（役職）　　 備　考

浅 野 博 雄 島根県医師会　常任理事 　

大 國 暢 子 島根県弁護士会　弁護士

小 田 川 真 一 山陰中央新報社　執行役員　経営企画局長

景 山 誠 日本労働組合総連合会島根県連合会　副事務局長

賀 戸 ひ と み 島根県連合婦人会　副会長

草 野 武 彦 少年鑑別所　外部講師    【 公募委員 】

後 藤 裕 之 大田市総務部人権推進課長

渋 川 あ ゆ み いっしょに子育て研究所　所長

周 藤 明 美 厚生労働省島根労働局雇用環境・均等室長 　

多 々 納 道 子 島根大学　名誉教授 　

長 島 千 代 子 ＪＡしまね女性組織協議会　会長 　

納 賀 良 一 　島根益田がんケアサロン　代表　　【 公募委員 】

水 谷 厚 志 島根県私立中学高等学校連盟　副会長

森 脇 建 二 島根県経営者協会　専務理事  

渡 部 浪 子 松江市法吉公民館　館長

（敬称略・５０音順）

島 根 県 男 女 共 同 参 画 審 議 会 委 員 



任期：平成27年６月１日～平成29年５月31日

氏　　名 職業・所属団体（役職）　

　　　 有　田　洋　子  島根大学教育学部講師

       大　森　正　己  山陰中央新報社 論説委員長

　　　 狩　野　博　幸  同志社大学文化情報学部教授

　　　 小　泉　　　凡  島根県立大学短期大学部教授

       小　林　洋　子  島根県連合婦人会会長

       櫻　井　誠　己
 (公財)可部屋集成館理事長
 島根日産自動車(株)代表取締役

　　　 杉 原 充 知 恵
 前島根県国公立幼稚園園長会会長
 前松江市立古志原幼稚園園長

       竹　田　尚　子  NPO法人おやこ劇場松江センター副理事長

       田　江　泰　彦  (株)今井書店グループ 代表取締役社長

　　　 中 村 崇 己 子  (有)中村茶舗専務取締役

　　　 原　　  美　江  松江市白潟公民館長

       原　田　平　作
 愛媛県美術館名誉館長
 大阪大学名誉教授

       飯　塚　　　勝　
 島根県高校美術教育研究会会長
 島根県立出雲高校校長

（敬称略・５０音順）

美術館協議会委員名簿



　　　　　　　　　任期：平成28年3月１日から平成30年2月29日まで

氏　　名    職業・所属団体（役職）　　 

秋 田 千 鶴 島根県伝統工芸品審査委員

逢 坂 恵 理 子 横浜美術館館長

大 島 昌 子 元山口県教育委員長

大 橋 敏 博 島根県立大学教授

加 納 千 里 子 遣島使（在広島根県人会）

小 森 佳 代 子 （株）生活の友社「美術の窓」編集部長

佐 藤 克 明 （公社）全国公立文化施設協会事業アドバイザー

高 橋 一 清 （社）松江観光協会観光文化プロデューサー

太 宰 久 夫 玉川大学芸術学部教授

田 原 直 樹 （株）中国新聞社　論説委員

迫 谷 章 中国電力（株）常務取締役

花 﨑 訓 恵 吉賀町教育委員長

室 崎 富 恵 社会福祉法人いわみ福祉会理事長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(敬称略)

島根県芸術文化センター協議会委員 



任期

保 公 鳥 温

環境省　米子自然環境事務所長 河 原 武 環境 ○ ○ ○

島根森林管理署長 熊 野 義 助 林野 ○ ○

島根県市長会
（大田市長） 竹 腰 創 一 市長会 ◎ ○
会長職務
代理者

島根県町村会（津和野町長） 下 森 博 之 町村会 ◎ ○

自然公園指導員 岩 谷 由 美 子 自然公園 ○

島根県弁護士会（弁護士） 大 國 暢 子 法学 ○

（株）山陰中央新報社　特別論説委員 大 森 正 己 報道 〇 〇

一般財団法人　島根県母子寡婦福祉連合会会長 荻 保 子 福祉 ○

島根県連合婦人会副会長 賀 戸 ひ と み 婦人会 ○

しまね環境アドバイザー 上 潟 口 琴 代 環境 ○

ＮＰＯ法人　しまね子どもセンター理事長 坂 本 和 子 NPO ○

ＪＡしまね女性組織協議会副会長 高 橋 美 佐 子 農業経済 ○ ○

ＮＰＯ法人　緑と水の連絡会議理事長 高 橋 泰 子 NPO ○ ○

益田市匹見上地区振興センター 田 代 祐 子 森林活動 ○

島根県森林組合連合会理事 立 石 幸 林業 ○ ○

自然観察指導員 野 津 登 美 子 自然保護 ○

島根県旅館ホテル生活衛生同業組合理事長 松 崎 滋 旅館経営 ◎

島根県中小企業団体女性協議会会長 山 﨑 妙 子 商工 ○

一般社団法人　島根県猟友会会長 山 根 武 文 狩猟 ○

島根大学生物資源科学部准教授 秋 吉 英 雄 動物 ○ ◎

（公財）しまね自然と環境財団学芸課課長代理 井 上 雅 仁 植物 ○ ○

島根大学総合理工学部名誉教授 奥 村 稔 環境分析化学 ○

（公財）日本野鳥の会理事長 佐 藤 仁 志
自然保護

鳥類
○ ○

松江工業高等専門学校教授 高 木 健 司 機械工学 ○

（公財）しまね自然と環境財団学芸課企画幹 星 野 由 美 子 鳥類 ○ ○

島根大学総合理工学部名誉教授 山 内 靖 喜 資源地質学 ○

独立行政法人 大学入試センター理事長 山 本 廣 基 教育・研究 会長

山陰むしの会会長 淀 江 賢 一 郎 昆虫 ○

合 計 10 10 10 10

　　　　　　　　　　所属部会（事務局） 保：自然保護部会　（自然環境課）

公：自然公園部会　（自然環境課）

鳥：鳥獣保護管理部会　（森林整備課）

温：温　泉　部　会　（自然環境課）

島根県自然環境保全審議会委員名簿

H28.2.1～H30.1.31

区分 役 職 名 氏 名 分 野
所 属 部 会

備 考

行
政

関
係
団
体
等

　
学
識
経
験
者

２８名



評　価　項　目 氏　　名 職　　　名 備考

大気質・温室効果ガス 門脇　健 松江工業高等専門学校
教授

騒音・振動 安井　希子 松江工業高等専門学校講師 　

水質・底質 清家　泰 島根大学教授 会長

地形・地質・地盤・地
下水

石賀　裕明 島根大学教授

土　　　壌 井藤　和人 島根大学教授

動　　　物 初見　眞知子 島根大学准教授

動　　　物 星野　由美子
(公財)しまね自然と環境財団
学芸課　企画幹

動　　　物 林　成多
(公財)ホシザキグリーン財団
事業課　調査研究係　係長

植　　　物 井上　雅仁
(公財)しまね自然と環境財団
学芸課　課長代理

生  態  系 山口　啓子 島根大学教授

景　　　観 正岡　さち 島根大学教授

人と自然との触れ合い 廣江　百合子

廃 棄 物 等 佐藤　利夫 島根大学教授

※上記記載順序は、上から担当分野を環境影響評価技術指針で定める環境要素の記載順　

島根県環境影響評価技術審査会委員名簿

     任期：平成27年１月１日から平成29年12月31日



     条例一覧       平成29年４月１日現在     

特定非営利活動促進法施行条例 所管課 環境生活総務課

（平成10年10月16日島根県条例第28号） 施行年月日 平成10年12月１日

目的

概要等 ・認証制度に関する申請等

・認定（特例認定）制度に関する申請等

・事業報告書等の提出・公開

島根県県民いきいき活動促進条例 所管課 環境生活総務課

（平成17年３月25日島根県条例第37号） 施行年月日 平成17年４月１日

目的

概要等 ・県民等の役割、県の責務

・基本方針の策定

・協働の推進

・体制の整備等

島根県社会貢献活動促進基金条例 所管課 環境生活総務課

（平成21年３月23日島根県条例第15号） 施行年月日 平成21年４月１日

目的

概要等

島根県男女共同参画推進条例 所管課 環境生活総務課

（平成14年３月26日島根県条例第16号） 施行年月日 平成14年４月１日

目的

概要等

島根県立男女共同参画センタ－条例 所管課 環境生活総務課

（平成11年３月12日島根県条例第13号） 施行年月日 平成11年４月１日

目的

概要等

名称

特定非営利活動促進法の施行に関し必要な事項を定める。

・役員報酬規程等の提出・公開

名称

県民いきいき活動の促進に関し、基本理念を定め、県民等の役割及び県の責務を明らか
にすること等により、県民いきいき活動を促進するとともに、協働を推進し、県民一人
一人が生き生きと心豊かに暮らせる地域社会の実現に寄与する。

名称

特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動の促進を図るために実施す
る事業に要する経費に充てるため基金を設置する。

・設置、積み立て

・管理、運用益金の処理

・繰替運用

名称

男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、県、県民及び事業者の責務を明らかにす
るとともに、県の施策の基本的事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計
画的に推進し、男女共同参画社会を実現する。

・県、県民、事業者の責務

・男女共同参画を阻害する行為の禁止等

・苦情の処理等

・男女共同参画審議会の設置

名称

島根県立男女共同参画センタ－の設置及び管理について必要な事項を定める。

・業務（相談、情報の収集・提供、調査研究、研修会開催等）

・指定管理者による管理

・使用の承認等（承認、承認の取消し、使用料の納付等）

・罰則
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島根県消費生活条例 所管課 環境生活総務課

（平成17年７月19日島根県条例第47号） 施行年月日 平成17年10月１日

目的

概要等

・消費者被害の救済

島根県消費者センター条例 所管課 環境生活総務課

（昭和46年３月12日島根県条例第８号） 施行年月日 昭和46年４月１日

目的

概要等

・業務（消費生活に関する相談苦情の処理等）

・職員

・消費生活相談員の配置

・情報の安全管理

島根県消費者行政活性化基金条例 所管課 環境生活総務課

（平成21年２月27日島根県条例第３号） 施行年月日 平成21年２月27日

目的

概要等

島根県犯罪のない安全で安心なまちづくり条例 所管課 環境生活総務課

（平成18年７月14日島根県条例第42号） 施行年月日 平成18年７月14日

目的

概要等

名称

消費者の利益の擁護及び増進に関し、基本理念を定め、県、事業者及び事業者団体の責
務並びに消費者及び消費者団体の果たすべき役割を明らかにし、県民の消費生活の安定
及び向上を確保する。

・消費生活の安全の確保等

・啓発活動及び消費者教育の推進等

・消費者の意見の反映及び透明性の確保

・消費者の個人情報の保護

・高度情報通信社会等への対応等

・島根県消費生活審議会の設置

名称

島根県消費者センターの設置及び管理について必要な事項を定める。

・設置場所（松江市）、設置したときの知事の告示

名称

県又は市町村が消費生活に関する相談窓口の機能の強化その他消費者の利益の擁護又は
増進を図るために実施する事業に要する経費に充てるため

・設置、積み立て

・管理、運用益金の処理

・繰替運用

名称

犯罪のない安全で安心なまちづくりに関し、基本理念を定め、県の責務並びに県民、地
域活動団体及び事業者の役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定める
ことにより、犯罪のない安全で安心なまちづくりに関する施策を総合的に推進し、もっ
て県民、観光旅行者等が安心して暮らし、又は滞在できる社会の実現に寄与する。

・県の責務、県民、地域活動団体、事業者の役割

・基本計画及び防犯に関する指針の策定

・県民等による自主的な活動の促進

・子ども、高齢者、障がい者、女性等の安全の確保等

・道路、住宅、事業活動等における防犯への配慮

・犯罪被害者等に対する支援等
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島根県文化芸術振興条例 所管課 文化国際課

（平成23年11月29日島根県条例第33号） 施行年月日 平成23年11月29日

目的

概要等

・文化芸術活動の振興に関する基本的施策

・文化芸術に関する情報の収集・発信

島根県立県民会館条例 所管課 文化国際課

（昭和43年3月29日島根県条例第１号） 施行年月日 昭和43年８月１日

目的

概要等

島根県立美術館条例 所管課 文化国際課

（平成10年３月27日島根県条例第19号） 施行年月日 平成10年４月１日

目的

概要等

島根県芸術文化センター条例 所管課 文化国際課

（平成16年10月12日島根県条例第51号） 施行年月日 平成17年４月１日

目的

概要等

名称

文化芸術の振興に関し、基本理念を定め、県の役割を明らかにするとともに、文化芸術
の振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより、文化芸術振興施策の総合的
な推進を図り、心豊かで潤いがあり、活力に満ちあふれた魅力的な地域社会の実現に寄
与する。

・県、県民の役割

・顕彰

名称

島根県立県民会館の設置及び管理について必要な事項を定める。

・使用の承認、承認の取消し

・使用料、使用料の減免、還付

・指定管理者が行う業務、指定管理者の指定の申請等、指定管理者の指定

名称

島根県立美術館の設置及び管理並びに美術館協議会の設置について必要な事項を定め
る。

・設置、職員

・観覧料、使用の許可及び許可の取消し、使用料

・指定管理者が行う業務、指定管理者の指定の申請等、指定管理者の指定

・美術館協議会

名称

島根県芸術文化センターの設置及び管理について必要な事項を定める。

・設置、業務、職員

・指定管理者が行う業務、指定管理者の指定の申請等、指定管理者の指定

・開館時間等、休館日、利用の許可等、許可の取消し等

・利用料金、利用料金の減免

・観覧料、観覧料の減免

・センター協議会
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島根県美術品等取得基金条例 所管課 文化国際課

（平成３年７月16日島根県条例第21号） 施行年月日 平成３年７月16日

目的

概要等

名称 島根県立自然公園条例 所管課 自然環境課

（昭和36年島根県条例第11号） 施行年月日 昭和36年６月１日

目的

概要等 ・総則

・公園区域の指定等

・公園計画及び公園事業

・雑則

・罰則

島根県自然環境保全条例 所管課 自然環境課

（昭和48年島根県条例第24号） 施行年月日 昭和48年３月27日

目的

概要等

島根県希少野生動植物の保護に関する条例 所管課 自然環境課

（平成22年島根県条例第13号） 施行年月日 平成22年４月１日

目的

概要等

名称

美術品その他の芸術、歴史及び民俗に関する資料の取得を円滑に行う。

・設置、基金の額

・管理、繰替運用

県内にある優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、住民の保
健、休養及び教化に資する。

・保護及び利用（特別地域等の指定、原状回復命令等）

名称

自然環境を保全することが特に必要な区域等の自然環境の適正な保全を総合的に推進す
ることにより、広く県民が自然環境の恵沢を享受するとともに、将来の県民にこれを継
承できるようにし、現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与する。

・総則（基礎調査の実施等）

・自然環境保全基本方針

・附属機関の設置（自然環境保全審議会）

・自然環境保全地域（指定、保全、雑則）

・補則（市町村に対する助成等）

・罰則

名称

県、県民等、民間団体及び事業者が協働して希少野生動植物の保護を図ることにより、
生物の多様性を確保し、県民共有の財産である健全な自然環境を次世代に継承すること
を目的とする。

・総則（希少野生動植物保護基本方針等）

・指定希少野生動植物の固体の保護(種の指定、捕獲の禁止等）

・指定希少野生動植物の生息地・生育地の保護

・保護管理計画の策定と実施

・雑則(県民等の活動促進、保護巡視員等）

・罰則
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島根県立三瓶自然館及びその附属施設の設置及び管理
に関する条例

所管課 自然環境課

（平成16年島根県条例第52号） 施行年月日 平成17年４月１日

目的

概要等

・指定管理者

・開館時間等

・利用料金等

・行為・利用の禁止等

・罰則

島根県環境基本条例 所管課 環境政策課

（平成９年10月17日島根県条例第29号） 施行年月日 平成９年10月17日

目的

概要等

しまね環境基金条例 所管課 環境政策課

（平成10年３月27日島根県条例第８号） 施行年月日 平成10年３月27日

目的

概要等

島根県環境影響評価条例 所管課 環境政策課

(平成11年10月１日島根県条例第34号) 施行年月日 平成12年４月１日

目的

概要等

・都市計画に関する特例

名称

島根県立三瓶自然館及びその附属施設の設置及び管理について必要な事項を定める。

・設置

・利用の許可等

名称

環境の保全について基本理念を定め、県、市町村、事業者及び県民の責務を明らかにす
るとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、施策を総
合的かつ計画的に推進し、県民の健康的で文化的な生活の確保に寄与する。

・施策の策定等に係る指針

・環境基本計画

・環境の保全のための施策

・地球環境保全の推進等

・推進体制の整備等

名称

島根県環境基本条例に基づく環境の保全に関する施策の推進に要する経費に充てるため

・設置、積み立て

・管理、運用益金の処理

・繰替運用

名称

環境影響評価について、県等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく環境影響の
程度が著しいものとなるおそれのある事業について、環境影響評価が円滑かつ適切に行
われるための手続き等を定めることにより、その事業に係る環境の保全について適切な
配慮がなされることを確保し、現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に資す
る。

・環境影響評価の定義、対象事業

・県・市町村・事業者等の責務

・技術指針、方法書以下手続、公告・縦覧

・島根県環境影響評価技術審査会

・環境影響評価法との関係
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水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基づく排水基準
を定める条例

所管課 環境政策課

（昭和48年10月16日島根県条例第48号） 施行年月日 昭和48年11月１日

目的

概要等

島根県環境審議会条例 所管課 環境政策課

（平成６年７月15日島根県条例第21号） 施行年月日 平成６年８月１日

目的

概要等

島根県公害防止条例 所管課 環境政策課

（昭和45年７月７日島根県条例第34号） 施行年月日 昭和46年11月５日

目的

概要等

公害に係る紛争処理の手続に要する費用等に関する条
例

所管課 環境政策課

（昭和45年10月16日島根県条例第41号） 施行年月日 昭和45年11月１日

目的

概要等

名称

県内の公共用水域の水質を保全するため、水質汚濁防止法第３条第１項で定める排水基
準では不十分であると認められる区域について、同法第２条第５項で定める特定事業場
に対して、同法第３条第３項の規定に基づいて、よりきびしい排水基準を定める。

全県域、宍道湖・中海流域、神西湖流域、浜田川及び浜田川河口海域の流域について、
それぞれ対象特定事業場（業種等及び排水量）、排水基準を定める。

名称

環境基本法第43条第２項の規定に基づき、同条第１項の規定に基づく審議会その他の合
議制の機関として設置する島根県環境審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定め
る。

・審議会の組織

・委員の任期

・会長

・会議

・部会等

名称

他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、公害の防止に関し必要な事項を定めるこ
とにより、住民の健康を保持するとともに、生活環境を保全する。

・総則

・規制措置（大気、水質、騒音、悪臭等）

・雑則

・罰則

名称

公害紛争処理法第44条第２項及び地方自治法第228条第１項の規定に基づき、公害に係る
紛争処理の手続きに要する費用及び手数料について定める。

・趣旨

・紛争処理の手続きに要する費用

・手数料

・手数料の減免又は納付の猶予



     条例一覧       平成29年４月１日現在     

湖沼水質保全特別措置法第19条に基づく指定施設等の
構造及び使用の方法に関する基準を定める条例

所管課 環境政策課

（平成14年10月25日島根県条例第56号） 施行年月日 平成15年１月１日

目的

概要等

島根県産業廃棄物減量促進基金条例 所管課 環境政策課

（平成17年３月25日島根県条例第18号） 施行年月日 平成17年４月１日

目的

概要等

島根県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例 所管課 廃棄物対策課

（昭和60年12月24日島根県条例第39号） 施行年月日 昭和61年４月１日

目的

概要等

名称

湖沼水質保全特別措置法第19条の規定に基づき、指定施設等の構造及び使用の方法に関
する基準を定める。

・趣旨

・基準

名称

産業廃棄物の発生の抑制、再生利用等による産業廃棄物の減量その他産業廃棄物の適正
な処理の促進に関する施策の推進に要する経費その他必要な経費に充てるため

・設置、積み立て

・変更、廃業等の届出

・営業所の設置等

・手数料

・管理、運用益金の処理

・繰替運用

名称

浄化槽法（昭和58法律第43号）第48条第1項の規定に基づき、浄化槽の保守点検を行う事
業を営む者の登録に関し必要な事項を定める。

・趣旨

・登録の申請、実施、拒否、更新、取り消し等、抹消



  計画等一覧 平成２９年４月１日現在 

島根県県民いきいき活動促進基本方針 所管課 環境生活総務課

根拠法令等 島根県県民いきいき活動促進条例

計画の期間 平成28年度～平成31年度

目的

概要等 １．基本的な考え方

２．施策の基本的方向

  　・県民いきいき活動の促進

第３次島根県男女共同参画計画 所管課 環境生活総務課

根拠法令等
男女共同参画社会基本法
女性の職業生活における活躍の
推進に関する法律

計画の期間

目的

概要等

　②ワーク・ライフ・バランスの推進

名称

県民いきいき活動を促進するとともに、活動団体との協働を推進することにより、県民
一人一人が生き生きと心豊かに暮らせる地域社会の実現を図る。

 　 ・協働の推進

　　・体制の整備と評価等

　　・行動計画（県民いきいき活動の促進、協働の推進、体制の整備）

名称

平成28年度～平成32年度

男女の人権が平等に尊重され、男女が性別にかかわりなくその個性と能力を十分に発揮
し、責任を分かち合いながら多様な生き方を選択できる男女共同参画社会の実現を図
る。

基本目標

  ①男女共同参画社会づくりに向けた意識の形成

　③男性も女性もあらゆる分野で活躍できる社会の実現

  ④個人の尊厳の確立



  計画等一覧 平成２９年４月１日現在 

第４期島根県消費者基本計画 所管課 環境生活総務課

根拠法令等 島根県消費生活条例

計画の期間

目的

概要等 施策体系

　１　基本方針Ⅰ　安全で安心な消費生活の確保

　　　　　施策①　消費者事故等の未然防止・拡大防止

　　　　　施策②　規格・表示、取引行為の適正化

　　　　　施策③　県民意見の反映

　２　基本方針Ⅱ　消費生活相談体制の充実

　　　　　施策④　県消費者センターの充実

　　　　　施策⑤　市町村相談体制の充実に向けた支援

　３　基本方針Ⅲ　消費者教育の推進

　　　　　施策⑥　消費生活情報の発信

　　　　　施策⑦　消費者教育の総合的・一体的推進

　　　　　施策⑧　消費者団体への支援

　　　　　施策⑨　地域における消費者リーダーの育成

　４　基本方針Ⅳ　高齢者等の消費者被害の未然防止

　　　　　施策⑩　地域見守りネットワークづくりの推進

　　　　　施策⑪　トラブルに遭わないための未然防止と救済

所管課 環境生活総務課

根拠法令等
島根県犯罪のない安全で安心な
まちづくり条例

計画の期間

目的

概要等 施策の基本的方向

　１　県民等による自主的な活動の推進

　４　事業活動における防犯への配慮

　５　犯罪被害者等への支援の推進

名称

平成28年度～平成31年度

県民の消費生活の安定及び向上を図る

名称
第４期島根県犯罪のない安全で安心なまち
づくり基本計画

平成28年度～平成31年度

犯罪のない安全で安心なまちづくりに関する施策を総合的に推進し、県民等が安心して
暮らし、又は滞在することができる社会の実現に寄与する。

　２　子ども、女性、高齢者、障がい者等の安全確保

　３　道路、住宅等における防犯への配慮

　６　その他の安全安心まちづくりのための取組



  計画等一覧 平成２９年４月１日現在 

所管課 人権同和対策課

根拠法令等
人権教育及び啓発の推進に関す
る法律

計画の期間

目的

概要等

島根県文化振興指針 所管課 文化国際課

根拠法令等 なし

計画の期間

目的

概要等

　③文化遺産の継承

　④文化を育む環境づくり

島根県国際化推進基本構想 所管課 文化国際課

（しまね５Ｋプラン） 根拠法令等 なし

計画の期間

目的

概要等

名称
島根県人権施策推進基本方針(第一次改
定）

平成20年10月～

県民一人ひとりに人権の意義や重要性が知識として身に付くとともに、相手の立場に
立って理解することができるような人権感覚が十分身に付くことを目指す。

①学校や家庭、職場、地域など、あらゆる場における人権教育・啓発の推進

②公務員など人権に関わりの深い特定の職業に従事する者に対する人権教育の推進

③女性や子ども、高齢者、障がいのある人、同和問題、外国人など様々な人権課題に対
する取組

名称

平成11年３月～

県民一人一人が自らの郷土の自然や歴史、風土と向き合い、自主性と創造性を発揮しな
がら、日常的な暮らしにおいてうるおいや豊かさを実感できるような島根の文化振興を
図る。

文化振興の基本的方向

文化振興の方策

　①多彩な文化活動の促進

　②文化交流の促進とネットワークづくり

　⑤文化を生かした産業の振興

名称

平成７年５月～

国際的な総合依存関係が強まり、あらゆる分野で進展する国際化に対応し、「世界に開
かれた豊かで躍動する島根」をめざし、これからの本県の国際化を推進する方向を明ら
かにする。

基本理念

  これまでの親善交流を基盤とする協力、共生を推進し、世界から好感を持って迎えら
れる活力ある地域づくりを進める。

施策体系

  ①国際化に対応する「人」の育成

  ②国際化を支える基盤の整備

  ③多彩な交流の推進

  ④国際協力の推進

  ⑤共に生きる社会の形成



  計画等一覧 平成２９年４月１日現在 

第２期島根県環境基本計画 所管課 環境政策課

根拠法令等 島根県環境基本条例

計画の期間

目的

概要等

島根県地球温暖化対策実行計画 所管課 環境政策課

根拠法令等 地球温暖化対策の推進に関する法律

計画の期間

目的

概要等

名称

平成23年度～平成32年度

県民が豊かな自然環境にふれながらその恵みを受けることができるとともに、持続的な
発展を続ける活力ある島根の実現を目指す。

基本目標

  ①人と自然との共生の確保

　②安全で安心できる生活環境の保全

  ③地球環境保全の積極的推進

  ④環境への負荷の少ない循環型社会の構築

　⑤環境保全と経済発展の好循環の推進

  ⑥環境保全に向けての参加の促進

　⑦共通的・基盤的な施策の推進

名称

平成23年度～平成32年度

低炭素社会の実現により持続可能な発展するしまねを目指す。

目標

2012年(平成24年)度において、温室効果ガス排出量と森林吸収量を合わせて1990年
(平成２年)度に比べて30％以上削減
2020年(平成32年)度において、温室効果ガス排出量を1990年(平成２年)度に比べて
23％以上削減

重点施策

①温室効果ガス削減対策の見える化により取組を支援する

②「島根県地球温暖化対策協議会」を中心として地球温暖化対策を全県で展開する

③森林資源の積極的な活用により森林循環を促進する

④しまねの地域特性を活かした新エネルギー導入を促進する

⑤地球温暖化対策と経済発展の両立により産業振興と地域の活性化を図る

⑥明るいしまねの未来づくりを担う人材育成のための環境教育・環境学習を推進する

⑦循環型社会の推進に社会全体で取り組む



  計画等一覧 平成２９年４月１日現在 

環境にやさしい率先実行計画 所管課 環境政策課

（しまね県庁CO2ﾀﾞｲｴｯﾄ作戦） 根拠法令等 地球温暖化対策の推進に関する法律

計画の期間

目的

概要等

宍道湖に係る湖沼水質保全計画 所管課 環境政策課

根拠法令等 湖沼水質保全特別措置法

計画の期間

目的

概要等

第１期湖沼水質保全計画を策定して以来、５年ごとに計画を策定している。

第６期計画は、同法に基づき以下の項目について定めている。

中海に係る湖沼水質保全計画 所管課 環境政策課

（※鳥取県と共同で策定） 根拠法令等 湖沼水質保全特別措置法

計画の期間

目的

概要等

名称

平成28年度～平成32年度

県が自ら行う事務及び事業並びに指定管理や委託等により実施する事務及び事業により
排出されるCO2の削減

目標：県の事業に伴うCO2の排出量を平成32年度までにH22～H26平均値比4.3％削減

主な取組

①ノー残業デーの一斉退庁の徹底

②OA機器の待機電力カット

③電気ポットの削減

④エコドライブの実践

⑤近隣への用務の際の徒歩、自転車利用の推進

名称

平成26年度～平成30年度（第６期計画）

水質汚濁に係る環境基準の確保が緊要な湖沼について水質の保全に関し実施すべき施策
に関する計画を策定し、湖沼の水質の保全を図る。

平成元年２月に宍道湖が湖沼法に基づいて指定湖沼の指定を受け、平成元年度に

  ①望ましい湖沼の将来像としての長期ビジョン

  ②湖沼の水質保全に関する方針

  ③下水道及びし尿処理施設の整備等、湖沼の水質の保全に資する事業に関すること

  ④湖沼の水質の保全のための規制その他の措置に関すること

  ⑤流出水対策地区に関すること

  ⑥その他湖沼の水質の保全のために必要な措置に関すること

名称

平成26年度～平成30年度（第６期計画）

水質汚濁に係る環境基準の確保が緊要な湖沼について水質の保全に関し実施すべき施策
に関する計画を策定し、湖沼の水質の保全を図る。

平成元年２月に中海が湖沼法に基づいて指定湖沼の指定を受け、平成元年度に第１期湖
沼水質保全計画を策定して以来、５年ごとに計画を策定している。第６期計画は、同法
に基づき以下の項目について定めている。

  ①望ましい湖沼の将来像としての長期ビジョン

  ②湖沼の水質保全に関する方針

  ③下水道及びし尿処理施設の整備等、湖沼の水質の保全に資する事業に関すること

  ④湖沼の水質の保全のための規制その他の措置に関すること

  ⑤流出水対策地区に関すること

  ⑥その他湖沼の水質の保全のために必要な措置に関すること



  計画等一覧 平成２９年４月１日現在 

第３期しまね循環型社会推進計画 所管課 環境政策課

根拠法令等
廃棄物処理法、循環型社会形成
推進基本法、環境基本法

計画の期間

目的

概要等

第８期島根県分別収集促進計画 所管課 廃棄物対策課

根拠法令等 容器包装リサイクル法

計画の期間

目的

概要等

名称

平成28年度～平成32年度

環境と経済が継続的に好循環して発展繁栄する「しまね循環型社会」を構築することを
目指して、廃棄物に関する３Rの推進や適正処理を進める

目標　（平成25年度を基準年として、平成32年度の目標値）

　一般廃棄物  　　排出量 ５％以上削減 

　　　　　　　　　　　再生利用率 25％以上 　　　最終処分量 12％以上削減

　産業廃棄物   　 排出量 増加を１％以下に抑制 

　　　　　　　　　再生利用率  57％以上 　　 最終処分量  ４％以上削減

施策の基本方針

　　　基本方針１：意識の醸成

　　　基本方針２：産業の育成

　　　基本方針３：適正処理の推進

重点施策

　①次世代を担う子どもへの環境教育

　②リサイクル製品の研究開発、販路の拡大

　③省資源・省エネ行動による２Ｒ（リデュース・リユース）の推進強化

　　する物の見込量

３　各年度における県内の法第２条第６項に規定する主務省令で定める物（スチー

　　ル缶、アルミ缶、段ボール、紙パック）についての見込量

４　分別収集の促進に関する知識や意義の普及啓発、その他の事項

名称

平成29年度～平成33年度

各市町村の容器包装廃棄物の排出量や収集見込量を取りまとめることにより、容器包装
廃棄物の分別収集と再商品化の促進を図る。

１　各年度における県内の容器包装廃棄物の排出見込量

２　各年度における県内のガラスびん・ペットボトル・プラスチック製容器包装・

　　紙製容器包装（紙パック・段ボールを除く）のうち環境省が定める基準に適合



   外郭団体一覧 平成２９年４月１日現在

団体名 （公財）しまね女性センタ－ 所管課 環境生活総務課

所在地 大田市大田町大田イ236番地４ 設立年月日 平成10年10月12日

設立目的

事業内容

団体名 （公財）しまね文化振興財団 所管課 文化国際課

所在地 松江市殿町158番地 設立年月日 平成９年３月17日

設立目的

事業内容

・文化芸術情報の収集及び提供に関する事業

・文化芸術交流の促進に関する事業

団体名 （公財）しまね国際センタ－ 所管課 文化国際課

所在地 松江市東津田町369番地１（しまね国際研修館） 設立年月日 昭和37年３月24日

設立目的

事業内容

島根県立男女共同参画センタ－を拠点として、男女のあらゆる分野での共同参画を促進
するための事業を総合的に展開することにより、男女共同参画社会の実現に寄与するこ
とを目的とする。

・男女共同参画に関する啓発及び広報

・男女共同参画に関する学習会及び研修会

・男女共同参画に関する情報の収集及び提供

・男女共同参画に関する調査研究及び相談

・男女共同参画の推進に取り組む個人、グル－プ及び団体等への支援

・県立男女共同参画センタ－の管理運営

・県立男女共同参画センタ－の宿泊部門の運営

・その他この法人の目的を達成するために必要な事業

多彩な文化・交流を育む創造性豊かな地域社会の形成のため、広く県内の文化振興に関
する事業を行い、もって県民福祉の向上に寄与することを目的とする。

・音楽、演劇、映像、写真、舞踊、美術、文芸その他の芸術及び芸能等の振興に関する
事業

・伝統芸能・伝統文化の継承、育成、普及、発信、交流に関する事業

・歴史文化の調査研究・教育・情報発信に関する事業

・文化芸術活動を通じた次世代育成に関する事業

・県民の文化芸術活動・文化芸術団体への支援、育成、交流に関する事業

・文化芸術のネットワーク化に関する事業

・文化芸術・教育に関する公共施設の管理運営に関する事業

多文化共生の地域づくりと県民主体の国際交流活動を促進するとともに、諸外国との相
互理解と協力関係を深め、もって地域の活性化と国際化に寄与することを目的とする。
・外国人住民の総合的な生活等支援や国籍・民族を超えた多文化共生の地域づくりに関
する事業

・地域住民の国際理解の推進や国際的な人材育成など国際交流・協力に関する事業

・その他この法人の目的を達成するために必要な事業



   外郭団体一覧 平成２９年４月１日現在

団体名 （公財）しまね自然と環境財団 所管課 自然環境課

所在地 大田市三瓶町多根1121番８ 設立年月日 平成３年７月１日

設立目的

事業内容

団体名 （公財）島根県環境管理センタ－ 所管課 廃棄物対策課

所在地 出雲市宇那手町882番地 設立年月日 平成４年３月４日

設立目的

事業内容

島根県内の自然系博物館施設及び自然公園施設等の管理運営を通じ、自然公園の保護と
利用の増進に資するとともに、地球環境保全、自然環境の保護及びその他の環境の保全
に関する普及啓発事業等を通じ、広く県民に対して環境の保全の重要性を訴え、もって
島根県の環境の保全に寄与する。

・島根県内の自然系博物施設及び自然公園施設等の管理運営事業

・自然環境の保護及びその他の環境保全に関する調査研究、並びに普及啓発事業

・その他この法人の目的を達成するために必要な事業

・環境教育及び環境学習に関する事業

・環境保全活動及び地球環境問題に関する情報収集・普及啓発並びに活動支援に関する
事業

・刊行物の販売、飲食物の提供等、前各号の事業に付随する収益事業

・その他この法人の目的を達成するために必要な事業

産業廃棄物の処理に関する事業を行い、地域社会の健全な発展と地球環境保全、自然環
境保護に寄与することを目的とする。

・産業廃棄物最終処分場の管理運営


